
 

○岩手中部クリーンセンターに直接搬入する際の主なルール 

 

 

 

・当施設に搬入できるものは「燃えるごみ」のみです。 

 

 

 

・当施設に「燃えないごみ」「資源ごみ」「産業廃棄物」は搬入できません。 

 

 

 

・搬入できるごみの寸法は「180×100×60cm」以内です。 

 

 

 

・寸法「80×60×60cm」をこえるごみは切断しますので、１日 20枚までとなります。 

（例：布団、畳、カーペット等） 

 

 

 

・マットレス・電気カーペット等を搬入される場合は、スプリング・電熱線等の金属を外してください。 

 

 

 

・小動物を搬入される場合は、寸法「60×60×80cm」以内の箱に入れてください。 

 

 

 

※ごみ分別のルールについては各市町異なっているので、各市町担当課にお問い合わせください。 

構成市町 担当部署 市役所・役場電話番号 

花巻市 花巻市役所生活環境課 ０１９８－２４－２１１１ 

北上市 北上市役所環境政策課 ０１９７－６４－２１１１ 

遠野市 遠野市役所環境課 ０１９８－６２－２１１１ 

西和賀町 西和賀町役場町民課 ０１９７－８５－２１１１ 

 


